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○犬山市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱  

平成 31年４月１日要綱第 41号  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、市民の生命の安全を確保するため、危険住宅を

移転する者に対し、予算の範囲内において交付する犬山市がけ地近

接等危険住宅移転補助金（以下「補助金」という。）について、社

会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22年３月 26日付け国官会 2317

号国土交通事務次官通知）、愛知県住宅・建築物安全ストック形成

事業費補助金交付要綱（平成 29年３月 31日付け 28住計第 620号）及び

犬山市補助金等交付規則（昭和 56年規則第 10号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

(１ ) 住宅  市内に所在する一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅（店

舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延

床面積の２分の１未満のものに限る。）を含む。）をいう。  

(２ ) 危険区域等  次に掲げる区域をいう。  

ア  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成 12年法律第 57号）第９条第１項に規定する土砂災

害特別警戒区域  

イ  建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 39条第１項の規定に基

づき愛知県知事が指定した災害危険区域  

(３ ) 危険住宅  危険区域等に所在する住宅のうち、建築した日に

おいて住宅等の敷地が特別警戒区域に指定されていないものであ

って、構造が建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第 80条の

３の規定に適合しないものをいう。  

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は、次に掲げる要件をすべて満たす個人とする。  
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(１ ) 第７条第１項の申請の日において現に危険住宅（居住を開始

した日において危険住宅であったものを除く。）に居住する者又

は危険住宅に居住する者からの相続により当該危険住宅を取得し

た者若しくは取得する予定の者  

(２ ) 犬山市税条例（昭和 29年条例第 17号）第３条に規定する市税

及び犬山市国民健康保険条例（昭和 36年条例第 19号）第７条に規

定する国民健康保険税の滞納がない者  

(３ ) 犬山市暴力団排除条例（平成 24年条例第 34号）第２条第２号

に規定する暴力団員（以下この条において「暴力団員」という。）

又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者でない者  

（補助事業）  

第４条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は、補助対象者が行う危険住宅の移転であって、次に掲げる要件を

すべて満たすものとする。  

(１ ) 危険住宅の倒壊等の抑制のための急傾斜地崩壊防止工事、地

すべり防止工事等の事業が実施されていないこと又は実施される

予定がないこと。  

(２ ) 移転先が市内の危険区域等でない区域であること。  

(３ ) 移転に伴い危険住宅を除却すること。ただし、市長がやむを

得ないと認めた場合は、この限りでない。  

(４ ) 市の他の補助制度に基づく補助を受け、又は受ける見込みが

ないこと。  

（補助の内容及び限度額）  

第５条  補助金の額は、別表のとおりとする。  

（事前相談）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、次条第１項の申請をしようとする日の属する年度の前年度の８

月末日までに事前相談書（様式第１）に別に定める書類を添えて、

市長に提出しなければならない。  
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（交付申請）  

第７条  申請者は、補助事業に着手する日又は補助金の交付を受けよ

うとする日の属する年度の６月の第３金曜日のいずれか早い日まで

に、交付申請書（様式第２）に署名し、又は記名押印し、別に定め

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

２  前項の場合において、申請者は、自己の所有でない危険住宅につ

いて補助事業を実施しようとするときは、あらかじめ当該危険住宅

の所有者から補助事業の実施について同意を得なければならない。  

（交付決定）  

第８条  市長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査

し、適当と認めるときは、交付決定通知書（様式第３）により申請

者に通知するものとする。  

（着手の届出）  

第９条  前条の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

当該通知を受けた日又は補助事業の着手予定日のいずれか遅い日か

ら起算して 30日を経過する日までに着手届（様式第４）に別に定め

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

（地位の承継）  

第 10条  交付決定者の死亡により第三者に地位を承継する場合におい

て、交付決定者の承継人（以下「承継人」という。）が第８条の交

付決定の内容で補助事業を実施するときは、承継届（様式第５）に

別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場

合において、承継人は、第３条第２号及び第３号の要件を満たすも

のでなければならない。  

２  交付決定者は、前項の場合を除き、補助金の交付を受ける権利を

譲渡し、又は担保に供してはならない。  

（変更の申請等）  

第 11条  交付決定者は、補助事業の内容を変更しようとする場合にお

いて、補助金の交付決定額に変更を生じるときは変更承認申請書（様

式第６）に、補助金の交付決定額に変更を生じないときは変更届（様
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式第７）に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。  

２  前項の申請書及び変更届は、補助事業の内容の変更に着手する日

の前日までに提出しなければならない。  

（変更の承認）  

第 12条  市長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査

し、適当と認めるときは、変更承認通知書（様式第８）により交付

決定者に通知するものとする。  

２  前項の通知をする場合において、市長は、必要があるときは、同

項の承認に条件を付すことができる。  

（補助事業の廃止又は中止）  

第 13条  交付決定者は、補助事業を廃止し、又は中止しようとすると

きは、第８条の通知の日の属する年度の１月末日までに廃止（中止）

届（様式第９）に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。  

（完了実績報告）  

第 14条  交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了

した日から起算して 30日を経過する日又は第８条の通知を受けた日

の属する年度の３月末日のいずれか早い日までに、完了実績報告書

（様式第 10）に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。  

２  交付決定者は、補助事業の完了を予定する日までに補助事業を完

了できない場合は、速やかに遅延報告書（様式第 11）を市長に提出

し、その指示を受けなければならない。  

（額の確定）  

第 15条  市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、及

び現場の検査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、

額の確定通知書（様式第 12）により交付決定者に通知するものとす

る。  

（請求及び交付）  
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第 16条  前条の通知を受けた者（以下「確定通知者」という。）は、

当該通知を受けた日から起算して 30日を経過する日までに、支払請

求書（様式第 13）を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の請求に基づき、確定通知者に補助金を交付するも

のとする。この場合において、市長が特別の理由があると認めると

きは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還）  

第 17条  市長は、交付決定者又は確定通知者が次の各号のいずれかに

該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて

返還を命ずることができる。  

(１ ) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付決定を受

けたとき。  

(２ ) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件並びにこの要綱

その他法令の規定に違反したとき。  

(３ ) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。  

(４ ) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められる

とき。  

(５ ) その他市長が補助金の交付を不適当と認める事由が生じたと

き。  

（財産の処分の制限）  

第 18条  補助金の交付を受けた者（以下「補助金交付者」という。）

は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産（取得又は効

用の増加に係る価格が単価 50万円未満の設備及び備品を除く。）を、

市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が別に定め

る期間を経過したときは、この限りでない。  

２  市長は、補助金交付者が前項の承認を得て財産を処分したことに

より収入を得たときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する

額を納付させることができる。  



6 

（指導等）  

第 19条  市長は、申請者及び交付決定者に対し、補助事業を適正に実

施させるために必要な指示及び調整をし、並びに報告を求めること

ができる。  

（書類の保管）  

第 20条  補助金交付者は、補助事業に係る関係書類を整理し、第１４

条第１項の報告の日の属する年度の翌年度から５年間保管しなけれ

ばならない。  

（雑則）  

第 21条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。  

附  則  

１  この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。  

２  この要綱は、令和 13年３月 31日限り、その効力を失う。  

附  則（令和３年３月 29日要綱第 41号）  

１  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２

項の改正規定は、同年３月 31日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で

現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用

することができる。  

附  則（令和４年３月 22日要綱第 41号）  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第７条中犬

山市がけ地近接等危険住宅移転補助金交付要綱附則第２項の改正規定

及び第８条中犬山市土砂災害特別警戒区域改修補助金交付要綱附則第

２項の改正規定は、同年３月 22日から施行する。  

附  則（令和５年３月 10日要綱第 21号）  

１  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、

現に残存するものは、当分の間、その改正後の様式とみなして使用

することができる。  
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附  則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

別表（第５条関係）  

区分  補助金の額  限度額  

除去費  危険住宅の除却等に要する

費用  

１戸につき 975千円  

建

物

助

成

費  

特殊土壌地帯、

地震防災対策強

化地域、保全人

家が 10戸未満の

急傾斜地崩壊危

険区域及び出水

による災害危険

区域  

危険住宅に代わる住宅の建

設又は購入（これらに必要

な土地の取得及び敷地の構

造を含む。）のための資金

の借入れに係る借入金の利

子（年利率 8.5パーセント以

下のものに限る。以下同

じ。）に相当する額  

１戸につき、住宅の

建設又は購入にあ

っては 4,650千円、

土地の取得にあっ

ては 2,060千円、敷

地の造成にあって

は 608千円  

その他の区域  危険住宅に代わる住宅の建

設又は購入（これらに必要

な土地の取得を含む）ため

の資金の借入れに係る借入

金の利子に相当する額  

１戸につき、住宅の

建設又は購入にあ

っては 3,250千円、

土地の取得にあっ

ては 960千円  

備考  補助金の額に 1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てる。  

 


